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 「第 29 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 

 

当社「第 29 回定時株主総会招集ご通知」のうち、第３号議案「定款一部変更の件」の

一部に追加すべき点がございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

１． 訂正理由 

 「第 29 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部追加すべき事項がありましたの

で、訂正いたします。 

 

２． 訂正内容 

（１）.「第 29 回定時株主総会招集ご通知」12 ページ  

第３号議案「定款一部変更の件」１.変更の理由（１）なお書き 

【訂正前】 

１.変更の理由 

（１）当社は第２号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり 2026 年４月１日（予

定）を効力発生日として持株会社体制へ移行いたします。これに伴い、現行定款第１条

（商号）に定める当社の商号を「株式会社ストライクグループ」に変更し、第２条（目

的）に定める事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものであります。 

 また、当社グループの事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的の追

加及び機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を変更するものであ

ります。 

なお、本変更は第２号議案が原案どおり承認可決されること及び本件吸収分割の効力発

生を条件として、本件吸収分割の効力発生日である 2026 年４月１日（予定）に変更の効

力が発生するものといたします。 

 

 



 

 

【訂正後】（訂正箇所は網掛けで表示しております。） 

１.変更の理由 

（１）当社は第２号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり 2026 年４月１日（予

定）を効力発生日として持株会社体制へ移行いたします。これに伴い、現行定款第１条

（商号）に定める当社の商号を「株式会社ストライクグループ」に変更し、第２条（目

的）に定める事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものであります。 

 また、当社グループの事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的の追

加及び機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を変更するものであ

ります。 

なお、本変更のうち、第２条第 18 号及び第６条以外は、第２号議案が原案どおり承認

可決されること及び本件吸収分割の効力発生を条件として、本件吸収分割の効力発生日で

ある 2026 年４月１日（予定）に変更の効力が発生するものといたします。 

 

（２）.「第 29 回定時株主総会招集ご通知」13～15 ページ  

第３号議案「定款一部変更の件」２.変更の内容 第１章 第２条及び附則第２条 

【訂正前】 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 

（新設） 

 

 

13．前各号に付帯する一切の業務 

 

附 則 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

 （記載省略） 

 

（新設） 

第１章 総則 

（目的） 

第２条  

18．前各号に掲げる業務を営む会社の株式を所有す

ることにより、当該会社の事業活動を支配・管理す

る業務 

19．前各号に付帯する一切の業務 

 

附 則 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第１条 （現行どおり） 

 

（効力発生日） 

第２条 

 第１条（商号）及び第２条（目的）の変更は、

2025 年 12 月 23 日開催予定の定時株主総会に付議

される吸収分割契約承認の件が原案どおり承認可決

されること及び上記吸収分割契約に基づく吸収分割

の効力が発生することを条件として、当該吸収分割

の効力発生日である 2026 年４月１日に効力が生じ

るものとする。なお、本条は、効力発生日をもって

これを削除する。 

 



 

 

【訂正後】（訂正箇所は網掛けで表示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 

 （新設） 

（新設） 

 

 

13．前各号に付帯する一切の業務 

 

附 則 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

 （記載省略） 

 

（新設） 

第１章 総則 

（目的） 

第２条  

18．職業紹介事業 

19．前各号に掲げる業務を営む会社の株式を所有す

ることにより、当該会社の事業活動を支配・管理す

る業務 

20．前各号に付帯する一切の業務 

 

附 則 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第１条 （現行どおり） 

 

（効力発生日） 

第２条 

 第１条（商号）及び第２条（目的）（第 18 号を除

く）の変更は、2025 年 12 月 23 日開催予定の定時

株主総会に付議される吸収分割契約承認の件が原案

どおり承認可決されること及び上記吸収分割契約に

基づく吸収分割の効力が発生することを条件とし

て、当該吸収分割の効力発生日である 2026 年４月

１日に効力が生じるものとする。なお、本条は、効

力発生日をもってこれを削除する。 

 

 

以上 


